
(ひがしごたんだ２ちょうめだい３)

ＮＯ．２６５     東五反田二丁目第３地区（組合施行）

計画地

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

地区幹線４号
６ｍ

（１２ｍ）
約１８５ｍ －

公
園

公園 - - 約１,５００㎡

建築面積

1 約４,４００㎡ -

2 約２,１００㎡ 約３９０戸

建築敷地面積

1 約９,２００㎡

2 約４,５００㎡

都市計画決定 令和２年１０月２３日　品川区告示第５２４号

・道路及び目黒川に面する部分
に歩行者空間を設け、歩行者の
安全性・快適性を確保する。
・敷地内を貫通する歩行者通路を
整備し、歩行者の回遊性の向上
を図る。
・目黒川沿いにまとまった公園や
広場を整備し、市街地環境の向
上を図る。
・植栽等による緑豊かな街並みの
形成を図る。

－ －

－

2 － －
高層部B　１５１ｍ
低層部B　　２０ｍ

建築物の
高さの限度

壁面の
位置の限度

延べ面積(容積対象) 住宅建設の目標

事務所,店舗－

建築敷地の
整備

整備計画

約１．６ha

公共施設の
配置及び規模

備考

道
路

－ 住宅建築物の整備

２　都市計画の内容

高層部A　１１５ｍ
低層部A　　１０ｍ
低層部B　　２０ｍ

－

約４１,０００㎡
（約２８,９００㎡）

約２５,７００㎡

備考

街
区

建蔽率 容積率

１　計画の概要

品川区東五反田二丁目地内

計画の概要

約１．６ha
１街区：S造

　２街区：RC・S造

　周辺地域の開発成果を踏まえつつ、低未利用地の有効活用や老朽建物の更新や土地利用転換等に
合わせ業務機能の集積と居住機能の供給とともに道路拡幅と公園や目黒川沿いの親水空間や緑道な
どを整備することで、魅力とにぎわいのある安全で快適な都市空間の形成を図ることを目的とする。

東五反田二丁目第３地区第一種市街地再開発事業

1

新設

主要用途

１街区：地上２０階／地下２階
２街区：地上４０階／地下１階

１街区：GL+約１０３ｍ
２街区：GL+約１５０ｍ

約７０,０００㎡
（約５９,８００㎡）

-

拡幅　（）は区域外を含
む全幅員



A 約１．２ha ６５０% ６０% ３００% ５００㎡

B 約０．６ha ６５０% ６０% ３００% ５００㎡

C 約０．３ha - ６０% - ５００㎡ -

都市計画決定

敷地面積 建蔽率

延べ面積 容積率

事業認可 総事業費

年　月　日

平成２７年１月２０日

平成２８年３月２３日

令和２年８月３日

令和２年１０月２３日

令和４年２月９日

令和４年８月１０日

令和５年２月１日

令和５年２月７日

令和５年１１月

令和６年２月１６日

施設建築物新築工事着工

定款及び事業計画変更認可

権利変換期日

地区計画　都市計画決定告示

市街地再開発事業　都市計画決定告示

組合設立認可

定款及び事業計画変更認可

権利変換計画認可

令和４年２月９日 東京都告示第１４０号
令和４年８月１０日 東京都告示第１１５０号（変更）
令和６年２月1６日　東京都告示第１１５号（変更）

約１０３０億円

５　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

東五反田二丁目第３地区再開発協議会発足

東五反田二丁目第３地区市街地再開発準備組合設立

１街区 事務所、店舗、駐車場
２街区 住宅、保育所、駐車場

用途

住宅戸数 ２街区　389戸

駐車場
１街区 約１２４台
２街区 約１１５台

令和２年８月３日　品川区告示第４０７号

４　事業計画の概要

１街区 ９，２１０㎡
２街区 ４，４４０㎡

１街区 ４４%
２街区 ４８%

１街区 ６９，２４０㎡
２街区 ４３，１６０㎡

１街区 ６５０%
２街区 ６５０%

３　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）

地区名 面積
容積率の
最高限度

建蔽率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の
最低限度

壁面の位
置の限度

　建築物の外
壁またはこれ
に代わる柱は、
計画図に示す
壁面線を超え
て建築しては
ならない。

東五反田二丁目第３
地区



６　位置図

７　区域図

８　配置図



９　完成予想図


